
　１．はじめに

　交通事故対策は、現況解析→問題点抽出→対策案

抽出→対策案の比較評価→対策案の決定・実施→対

策効果の評価、といった過程を繰り返して実行され

る。「対策効果の評価」は、その結果が以後の対策

案策定段階での参考資料となるので重要である。

　主に用いられている対策効果の評価手法として、

事前・事後調査（Ｂｅｆｏｒｅ ａｎｄ Ａｆｔｅｒ Ｓｔｕｄｙ）がある。

この手法では、一般には、もし対策が施されなかっ

たとしたら発生事故に変化はない、という仮定のも

と、対策の事前と事後の事故発生の様子を直接比較

する方法がよく用いられている。

　このような「事前・事後調査」には問題点がある。

それは、もし対策が施されなかったとしたら発生事

故に変化はない、という仮定が厳密には成り立たな

い、ということである。その要因として、交通状況

の経年変化、社会状況・気候その他の変化などいく

つも考えられるが、最も問題になるのが後述の「平

均への回帰」現象である。これは、事故の稀発性に
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よる偶然変動に起因するものであり、これを考慮し

ないと対策効果の過大評価につながる恐れがある。

　事故の稀発性による、対策効果の評価の歪みを除

去する統計的な分析理論の提案は、２－３に示すよ

うにいくつか存在している。しかしながら、これら

は実際の場に利用されることがきわめて少ない。そ

こで本研究では、これらの評価理論を実際へ適用す

る際の課題を明確にし、どう対応すれば歪みを低減

させた対策効果の評価に結び付けられるのかを、実

証的に明らかにしていくことを目的とする。

　２．既存の対策効果評価方法

　２－１　既存の対策効果評価方法

　交通事故対策の効果評価として行われているもの

のうち、主なものは交通事故の事前・事後調査であ

る。Fig.1は、事故対策の効果評価の概念を示した

ものである。

　真の事故対策の効果を見るためには、同一箇所に

おいて、対策が行われた場合（Ｗｉｔｈ）の事後期間事

故件数（Ｋ''）と、対策が行われなかった場合

（Ｗｉｔｈｏｕｔ）の事後期間事故件数（Ｋ'）とを比較する

べきである。しかし、実際には事故対策が施されて

しまうので、当然のことながらＷｉｔｈｏｕｔのＫ'につい

て知ることはできない。そこでよく用いられるのが、

Ｋ'を事前期間の事故件数Ｋで代用する、という便

宜的方法である。事故対策が行われなけば、事前と

事後では事故発生の様子はそう大きくは変化しない、

という仮定によるものである。

　２－２　問題点

　上記のような通常の事前・事後調査には問題点が

ある。それは前述の仮定が成り立たない、というこ

とである。この理由として、前述した周辺条件の変

化などいくつか挙げられるが、大きく影響する要因

として「平均への回帰（Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ Ｔｏ Ｍｅａｎ：ＲＴＭ）」

現象を考慮する必要がある。平均への回帰とは、事

故発生の稀発性・ランダム性により、その発生事故

数がある期待値（地点毎による）のまわりに変動し

てゆく傾向のことである。Fig.2は、実際のデータ

を用いてＲＴＭ現象を示したものである。一般道に

おいて平成３年～４年の間に「交差点照明」事業が

実施された地点のもので、事前２年間のデータ（地

点数：１，２４５箇所）を用いている。初めの１年間の発

生事故数ランク別に地点をまとめ、それを横軸にと

り、縦軸に翌年１年間の発生事故数平均をとってい

る。つまり、初めの１年間にＫ件の事故を記録した

地点グループの、翌年の平均発生事故数を縦軸に見

ることができる。両軸とも実際に交通事故対策が施

される前のデータであるため、両年の間の変化はほ

ぼ全てＲＴＭ現象によるものとみなせる。

　仮に交通量等の周辺条件に変化がなく、かつＲＴ

Ｍ現象が存在しないとすると、初めの１年間にＫ件

の事故を記録した地点グループは、翌年も平均でＫ

件の事故を記録する、すなわちｘ＝ｙのラインに沿

うような形になるはずであるが、この図から明らか

であるように、実際はそのようにはならないことが

知られる。

　一般的には、ある年相対的に事故が多かった地点

群は、翌年以降発生事故件数が減少傾向になり、逆

に事故が少なかった地点群は翌年以降増加傾向にな

る。通常、交通事故対策は事故多発点に行われるこ

とが多いので、このＲＴＭ現象を考慮しないとその

対策の効果を過大評価してしまう危険性がある。こ

れら事故多発地点は、何も対策が行われなかったと

しても事故が減少する可能性が高いからである。し

たがって、正しい効果評価のためには適切なＫ'の

推定が必要なのである。

　２－３　既存の研究

　ＲＴＭ現象に関する研究や理論の提案がいくつか

存在する。例えば、類似地点での事故変化を用いて、

ＲＴＭ現象の大きさを算出する方法１）、東京の交差

点のデータを用いて、バイアスを低減できる事故デ

ータの集計期間を示したもの２）などがある。しかし

この分析を通じて要請された条件は、通常取得困難

な類似地点のデータや、事前・事後に望まれる期間
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長が各４年間という、これまで分析上対象としてき

たものよりもかなり長い期間の事故データであり、

実務レベルの観点から即応できる水準とは異なるこ

とから、まだ検討すべき課題があると思われる。

　３．評価理論と適用条件

　３－１　Ｅｍｐｉｒｉｃａｌ Ｂａｙｅｓ法

　本研究で着目した理論はＥｚｒａ ＨａｕｅｒによるＥｍ-

ｐｉｒｉｃａｌ Ｂａｙｅｓ （ＥＢ）法である３）。この方法に対す

る実証的検討は、鹿野島・中村・平田による「Ｅｍ-

ｐｉｒｉｃａｌ Ｂａｙｅｓ Ｍｅｔｈｏｄの適用による交通安全対策の

効果評価の改善」５）でも紹介されている。本研究は、

この研究をさらに発展させたものである。ＥＢ法の

式は以下のとおりで、全対策地点（参照母集団）を発

生事故数毎にランク分けし（事故数Ｋｎ・地点数Ｎｎ）、

各々のランクの平均事故数期待値Ｋｎ'を推定するも

のである。

�

ここで、

ａ^ ＝１／（１＋分散／事故平均値）

分散の推定値＝参照母集団の分散－同事故平均値

ａ^ とは、平均値と参照母集団の事故件数を調整する

「重み」である（参考文献５）参照）。

　概略はFig.3のとおりである。ここで得られたＫ'

の推定値と対策実施後のＫ''とを比較するのである。

　３－２　理論適用上の検討項目

　ＥＢ法は、その数学・統計的な背景上、通常以下の

条件が求められる。

・「単位延長あたりの事故率」などといった形では

なく、「事故件数」つまり整数値を用いる

・統計的な処理であるため、ある程度十分なサンプ

ル数が必要である

　これらの条件に加え実務の場での使用を考慮する

と、主に次のようなＥＢ法適用の際の課題が生じる。

　  Ｋｎ'＝Ｅ^ ＝ａ^ ×事故平均値

　　　　　＋（１－ａ^ ）×参照母集団の事故件数Ｋｎ

�対策地点の評価延長設定の問題（対策効果評価区

間の設定）

�要対策地点抽出基準とＥＢ法の適用性

�必要なサンプル数の検討

�モデル式上の制限の明確化

　これらはFig.4のように互いに関連している。例

えば�と�とでは、サンプル数が増減することによ

りＥＢ法適用性の向上・低下が生じたりする、とい

った関係がある。

　４．ＥＢ法適用条件の検討

　４－１　使用データ

　本研究では、上記の課題を検討するために実際の

対策データ・交通事故データを用いた。対策データ

は建設省地方建設局毎で取りまとめられた、平成３

年前後に全国の一般道で行われた全１３種の対策に関

するものである。交通事故データは建設省・警察の

記録によるもので、�交通事故総合分析センターか

ら入手した。対象事故は全国の一般道で起きた平成

元年～５年までの５年間の人身事故である。両者を

リンクさせることにより、事前・事後の各期間にお

いて最大で２年を対象とした検討が可能である。

　４－２　評価区間の設定

　事故対策種別には、大きく分けて線的対策・点的

対策の二つがある。前者は「歩道設置」や「排水性

舗装」などのように、延長を伴うものである。後者

は「歩道橋設置」や「交差点照明」など、延長の概

念がないものである。前者については、同一対策で

も場合によっては最短数メートル、最長数十キロに

及ぶものがあり、このようにまちまちな区間でカウ

ントされた事故数を用いてＥＢ法を適用すると、推

定された効果の原単位が特定されず、一般性を持た
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ないことになる。この場合、評価区間の取り方に一

定の評価単位区間長Ｘｍの導入が考えられる。ある

一つの対策地点を開始点からＸｍずつ区切っていっ

て、それぞれを新たな一つの独立した対策地点とし、

最後の端数部分を切り捨てる、また初めからＸｍ未

満であった地点はそのまま別に扱う、とするもので

ある。Ｘを短くすると多くのサンプル数が得られ、

また事故多発部分の抽出が容易になるが、各区間で

の事故の偶然変動が占める部分が大きくなり、対策

効果評価のバイアスの原因となる。逆にＸを大きく

取ると、発生事故数が適度にばらついた、後述のＥ

Ｂ法適用条件に調和するサンプルが得られるが、事

故数が平準化され多発地点の特定が難しくなるとと

もに、サンプル数が少なくなることになってしまう

ことに注意しなければならない。

　次に点的対策の扱いについて考える。点的対策は

１点に設置されるもので、事故データの集計単位と

なる評価区間（事故の増減を観測する区間）の設定

が必要になる。例えば交差点関連の事業については、

事故分析で通常適用される交差点の範囲（交差点中

心±３０ｍ）とすることができよう。横断歩道では照

明について「通常、横断歩道上又はその付近にいる

人物の下半身の０．５ｍ以上を５０ｍ手前の運転者から

視認できることが必要で、有効な背景として横断歩

道の向こう側３５ｍ以上の路面が明るくなっていれば

よい６）」とあり、これもその範囲とすることができ

る。しかし、その他については対策効果の影響範囲

に明確な規定が無く、根拠を持った分析対象範囲設

定が困難であり、便宜的に線的対策と同等の区間

（線的対策の評価単位区間長Ｘ＝１００ｍとするなら

ば、点的対策は施工点の前後５０ｍずつをとる）とし

た方が分析の結果表現や比較の際に有利であろう。

　４－３　抽出基準の設定

　事故対策は、通常、ある値以上の事故発生期待値

（地点毎固有のこの真の値を知ることは不可能であ

るため、通常は事前の発生事故数で代用されよう）

を持つ地点に対して行われる。現実にはこうした抽

出地点を対象とした事故対策効果の評価が行われる

ので、それを想定したＥＢ法の適用性を検討する。

具体的にはある年の発生事故がｎ件以上（抽出基

準：ｎ≧１、２…）の地点を抽出して、前述の評価

単位区間長を設定してＥＢ法を適用し、その結果の

比較を行った。サンプル数が少ないと変動が大きい

ことから、元のサンプル数が多い対策を取り上げて、

評価単位区間長Ｘ＝５０、１００、２００ｍとして、その影

響を検討した。また、対策の効果の影響を除くため

対策実施の事前２年間の事故データを用いてＥＢ法

を適用してみた。

　Fig.5は、最もサンプル数が多く得られた「歩道等」

事業について、単位区間長１００ｍで、ｎ≧０（比較

用）、ｎ≧１、ｎ≧２の三通りでＥＢ法を適用した

結果を示したものである。実測値の傾向を各推定値

がどれだけ適確に推定できているかを確認すること

がこの段階での要件である。抽出基準ｎを上げてい

くと、ＥＢ法の期待値推定ラインが全体の事故平均

値に近づくように寝た形になることが知られる。

Fig.5に見られるように、抽出基準ｎが小さいと、

０件の事故ランク部分に大きく引っ張られて発生事

故件数の大きな部分での適合性が悪くなるが、抽出

基準ｎを大きくすると事故件数の大きいランク部分

が改善されていることが知られる（Fig.5の実線の円

部分）。しかし事故件数の小さいランク部分（破線

の円部分）は、逆に精度が悪化している。これは、

３－１で示したＥＢ法の式より、参照母集団の事故

件数Ｋｎを変数とした１次推定式のため止むを得な

い結果と言えよう。

　Table 1は、抽出基準を設定した時の実測値と推

定値とのずれ（１地点平均％）を、線的対策の「防

護柵」、点的対策の「交差点改良」について示した

もので、評価単位区間長は前述の三通りを採用して

いる。網掛けのところは、抽出基準毎に、最も推定

精度が良い部分を示している。

　この表から知られるように、事前事故数が小さい

と偶発性の事故による影響が大きいため、ＥＢ法に
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よる推定値との差が大きく出る傾向にある。このた

め、事故密度が小さく長距離にわたる対策について

は、その評価単位区間長を長めに取る（事故平均値

を大きくし、偶発性の事故の影響を緩和する）べき

で、逆に事故が多い区間に行われる対策については、

その事故多発部分抽出を容易にする（対策の効果を

より正確に表現する）ため、評価単位区間長を短め

に取るべきであろう。これらを事故平均値との関連

で定量的に提案できることが望ましいが、本研究の

範囲ではそれまでには至らなかった。

　４－４　必要サンプル数

　ＥＢ法では、より多くのサンプルを用いることで

安定した発生事故期待値の推定を行うことができる。

しかし現実には、サンプル数の制限が明らかにある

ことから、この制約に対する適切な対応が必要とな

る。実際、評価の対象となる対策箇所がほんの数地

点しかない場合は、当然のことながらＥＢ法の使用

は不可能である。サンプル数がどの程度以上あれば

安定した推定が行えるのかを検証する必要があろう。

これを検証するために、実際の対策・交通事故デー

タを用いて次の手順で検討した。ある母集団の性質

を、その中からランダム抽出した小サンプルで表現

するために、どれだけそのサンプル数が必要である

のかを１０刻みで検討する、という考えである。

①着目する対策の全データを用いてＥＢ法を適用し、

期待値推定値を算出する。

②その推定値と実測値との差（ずれ）を算出する。

③原データから５０（初期値とする）のサンプルをラン

ダム抽出し、それぞれにＥＢ法を適用し期待値推

定値を算出する。その上で推定値と実測値との差

の平均値を算出する。

④③を独立で１０回繰り返す。

⑤平均値の検定を用い、④で算出した１０個各々の平

均値に対し、②で算出した値との一致度合を検討

する。有意水準α＝０．０５で行った。

⑥サンプル数を③より１０だけ増やして、③→⑤で

　同様の操作を繰り返す。

　１０個の値全てが、元の全データを用いて算出した

値と一致するケースが連続したら、その時のサンプ

ル数を「適用可能最小サンプル数」とした。Fig.6は、

検証の概略を示したものである。

　Fig.7は、こうした分析プロセスを経て、全対策

について事故平均値と適用可能最小サンプル数との

関係を示したものである。元データのサンプル数が

多少影響するが、全体的に事故平均値に関係する傾

向がみられる。サンプル群の事故件数平均値が３件

／年を超えるような場合は、そのサンプル数が１００

を超えた辺りで安定した結果が得られるものの、そ

れ以下の事故平均値であると１５０～２００程度のサンプ

ルが必要であると言えよう。これは、平均事故数が

大きいと全体の事故分布の変動が安定するためと考

えられる。

　４－５　モデル式上の条件
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Table 1　抽出基準と評価単位区間長による比較

「防護柵」事業

ｎ≧３ｎ≧２ｎ≧１事故平均値区間長

４１．１％４０．１％３７．２％０．２８件／年５０ｍ

３８．０％３４．４％２９．８％０．５３件／年１００ｍ

１９．８％１３．６％１８．１％１．０２件／年２００ｍ

「交差点改良」事業

ｎ≧２ｎ≧１事故平均値区間長

２３．０％１６．３％０．９９件／年５０ｍ

１０．７％１３．７％１．５１件／年１００ｍ

１２．０％２５．３％２．４９件／年２００ｍ

元データ�

ランダム�
抽出�

ｎ個の�
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Ｂ
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Ｄを算出�

平均値の検定�
で両者の差を�
検定�

実測値とのずれ�
の平均dnを算出�

10回独立で繰り返し�

n=n+10で再び繰り返し�
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　ＥＢ法では、使用するデータの発生事故分布によ

っては計算が実行できない場合がある。それは、参

照母集団の事故の分散がその平均値を下回る時であ

る。３－１でのＥＢ法のａ^ の定義式で、ａ^ は重みで

０＜ａ^ ＜１が条件であり、そのためには［分散の推

定値＝参照母集団の分散－同事故平均値＞０］、す

なわち［分散＞平均値］が必要なためである。

　理論上は、どんなにサンプル数が多くても、また

どんなに事故数の総和が多くても、ＥＢ法が適用で

きない可能性がある（例えば、極端なケースとして

全ての地点の発生事故数が同じ場合などには、分散

がゼロになり、式が適用できない）。しかし事故発

生件数はある程度広く分布しているため、そのよう

な極端な例は実際には起こらない。では、どの事故

平均値を境に計算の可・不可が分かれるのかを検証

する必要がある。そこで、次の方法を用いてそのこ

とを検討した。

①いくつかの対策を取り上げて、全対策データにお

いてＥＢ法の計算実行が可・不可の割合がおおよそ

半々で表れる傾向であった単位区間長Ｘ＝５０、

１００ｍとした上で、その元データ群の中から小サ

ンプル（本研究では５０とした）をランダム抽出する。

（本来、事前に事故が０件であった地点は対策効果

の評価に用いないこと、またサンプル数確保のた

め、データは事前事故が１件以上であるものを用

いた。）

②その小サンプルの事前１年間の発生事故数から、

平均事故数・分散を算出する。

③そのサンプルを元に戻す。

④①→③の操作を数多く繰り返し、このうちどれだ

けがＥＢ法の計算適用が可能であったかを検証す

る。

　検討対象の対策データは、なるべく事故平均値が

異なって、かつサンプル数が多く取れるものが望ま

しいことから、「歩道等」「防護柵」「視線誘導標」

の三つを選定した。この三つの対策は各々独立に実

施されたもので、分析上重複する部分は一切ない。

それぞれ単位区間長を５０、１００ｍで扱うことにした

ため、６種類の元データ群になった。

　Fig.8は、元データの平均値と、ＥＢ法の計算が可

能であったサンプル群の割合との関連を示したもの

である。このように、母集団の平均事故数が大きい

ほど、その中から得られたサンプル群は、その数が

ある程度少なくても、ほとんどの場合ＥＢ法の計算

適用が可能になる。

　以上の結果より、事故対策の効果評価単位区間長

の設定については、次に記すようにそれぞれに利点・

欠点がある。

�延長を長く取る場合

［利点］

偶発事故の影響が小さく押さえられる。

同一地点数の場合、延長が短いものに対して事故の

平均値・分散が大きくなり、ＥＢ法の計算が適用しや

すい。

［欠点］

全体としてサンプル数が少なくなる。

対策効果の出やすい事故多発部分とそうでない部分

が混在し、見かけ上対策効果が薄まる。

�延長を短く取る場合

［利点］

事故多発部分の抽出が容易になる。

サンプル数が多くなる。

［欠点］

全地点の発生事故ランクがまとまり、分散が小さく

なりやすく、ＥＢ法が使用できない場合がある。

　以上の点に留意して、対策効果の評価を行う際は、

その対策が事故多発点に集中して行われるものなの

か、歩道設置事業などのように事故の減少以外の目

的も持って長距離にわたって行われるものであるの

か等、その対策種別の性質に応じた適切な評価単位

区間長設定を行う必要がある。

　５．実際の評価への適用

　ここでは、実際にＥＢ法により推定した期待値を

用いて対策の効果を算出し、現在行われている事前・

事後調査での結果とを比較した。抽出基準はｎ≧１

件で事前・事後１年を基本とし、データが揃う対策

については事前・事後２年ずつの比較も行った。今
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回検討対象とした対策については、事前事故が１件

以上の地点群はＲＴＭ現象によりｘ＝ｙを下回る傾

向であったこと（Fig.2参照）、また事故ランクが小さ

い部分はＲＴＭ現象の影響が小さいことから、Fig.5

のようにＥＢ法で推定値がｘ＝ｙより大きくなって

しまう部分は、便宜的にｘ＝ｙとして修正した。Fig.9

は、単位区間長を１００ｍとし、上図は事前・事後各期

間１年、下図は同２年としたものである（ＥＢ法：Ｅ

Ｂ法を用いたもの、Ｂ・Ａ：一般的な事前・事後調

査、つまり前述したようにＫ'＝Ｋとして比較した

もの）。１地点あたりの平均事故増減率の形で表現

した。この結果から、以下のことが言えよう。

�ＥＢ法を用いた推定効果と、一般的な事前・事後調

査での結果の比較

　両者の結果を比較すると、全ての対策においてＥ

Ｂ法を用いた方法が、対策の効果が低く推定される。

今回検討対象とした対策については、事前事故１件

以上の地点において、対策が行われなかったとして

も翌年以降事故が減少する傾向であることは前述の

とおり明らかであったため、このＥＢ法は対策効果

の過大評価を低減させるのに有用であろう。事前・

事後各期間１年の場合、Fig.9の�より、平均への

回帰効果は推定の対策効果としての増減率に１０％ま

での範囲で上乗せしていることが分かる。つまり、

単純事前・事後比較で１地点平均２０％の事故減少が

観測されたとすると、実際の対策効果は１０％程度と

推測されるのである。

�評価期間での違い

　事前・事後期間を２年ずつ取って比較すると、ＥＢ

法と一般的な事前・事後調査とでは、その対策効果

の差が小さくなる。これは、評価期間を長く取るこ

とによって平均への回帰効果の影響が小さくなるた

めである。

　６．まとめ

　本研究では、事故対策の効果評価に歪みを与える

平均への回帰効果を考慮する上で、ＥＢ法に着目し、

その実際への適用にあたってのさまざまな条件の検

討を行った。その成果をまとめると次のようになる。

�評価単位区間長の設定に関して

　対策効果の表現の際に考慮が必要となる区間長に

ついて、扱いが簡便で一般性のある「単位区間長」

を設定し、実際にＥＢ法を適用することでその特徴、

適用にあたっての留意点を示すことができた。

�要対策地点抽出基準設定時

　実際の事故対策は事前に事故がある程度発生して

いた箇所に行われることから、要対策地点抽出基準

の影響を見るために、評価単位区間長（５０、１００、

２００ｍ）と抽出基準（事前事故ｎ≧１、２・・）を

設定した時の、ＥＢ法の適用性の検討を行った。そ

の結果、事故ランクが小さい部分ではＥＢ法の直線

推定式と実測値とのずれが大きく出てしまうこと、

事故ランクが大きい部分については実測値とのずれ

が改善される傾向にあることが示された。また、事

前事故数が小さいと偶発性の事故による影響が大き

いため、ＥＢ法による推定値との差が大きく出る傾

向であった。これは、�での考察の裏付けである。

このため、対策毎の性質に応じた適切な評価単位区

間長の設定が必要である。

�ＥＢ法適用に必要なサンプル数

　ＥＢ法を適用する際に、安定した推定値を得るた

めに必要なサンプル数の検討を行った。その結果、

元の母集団の性質にもよるが、１００～２００程度が最低

限必要であろうことが推測された。サンプル群の平

均事故数が大きければ安定するサンプル数も少なく

て適用できる傾向であった。

�ＥＢ法の数式的な適用条件

　ある同一サンプル数において、ＥＢ法を適用でき

る・できないの差は母集団の発生事故平均値が大き
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Fig.9　事前・事後調査とＥＢ法との比較



く影響する。�より、ＥＢ法適用にあたってはある

程度多くのサンプルが必要である。しかし、実際に

はそのように多くは揃わない場合もあろう。対策地

点群の事前発生事故数が大きい（本研究では２．７件／

年程度以上）場合には、５０サンプル程度の少ないサ

ンプル数でも適用可能であることが知られた。この

ことから、発生事故数が相対的に少ない対策につい

て、評価単位区間長を導入する際はその単位区間長

を長めに取る（事故平均値が大きくなる）べきで、

�の結果と同様である。今回は、事故対策は正の事

故削減効果を持ち、その見かけの効果を左右する要

因としてのＲＴＭ現象に分析の焦点を当てていたが、

実際は事故対策実施後予期せぬ事態で負の対策効果

が発生してしまう可能性もあることに留意しなけれ

ばならない。今後は交通事故データの事故類型・路

面状態、対策データの線形状態など、各データの細

分項目も利用し、さまざまな傾向を明確にしていく

必要がある。また、今回分析に用いた交通事故デー

タは５年分であったことから、事前・事後の期間長

としては最大２年での検討に留まった。多年次にわ

たる交通事故データ、より多くの対策データを用い

ることで、ＥＢ法の適用条件をさらに具体化できよう。
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